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第４期中期目標期間における指定国立大学法人の公募について（通知） 

 
 
 国立大学法人法の一部を改正する法律（平成２８年法律第３８号）により創設された

指定国立大学法人制度に関し，このたび，標記のことについて，別添「第４期中期目標

期間における指定国立大学法人の指定に関する公募要領」により行うこととしましたの

で，お知らせします。 
 ついては，指定国立大学法人としての指定を希望される場合は，本制度の趣旨等にも

十分御留意の上，別添に基づき，必要な調書等を作成し，申請されるようお願いします。 
 

（印影印刷） 
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第４期中期目標期間における指定国立大学法人の指定に関する公募要領 

 

                     

１．指定の背景及び目的 

大学は，我が国の成長を支える「知」の創出と人材育成を担うべきもので

す。特に国立大学においては，その設置形態，歴史的経緯と蓄積に鑑み，世界

の大学がそれぞれの国と世界を支えるために展開している新しい価値創造の

在り方を踏まえた上で，国際競争と国際協調の観点から，我が国のみならず

世界が抱える課題に真摯に向き合い，新たな社会・経済システム等の提案が

可能な国立大学へと更なる変革を進めていくことが求められています。また，

その成果を社会に還元することを通じて，社会からの評価と支援を得るとい

う好循環を形成することにより，「知の創出機能」を持続的に発展させていく

ことにつながります。 

 これらの「知」の創出の場面においては，人文・社会・自然科学の各分野に

おけるそれぞれの強みが発揮されることも重要ですが，今日，学術及び社会が

急速に高度化する中で，分野融合や新領域開拓による新たな価値創造と，それ

を生かした人材育成が要となります。 

 とりわけ，世界最高水準の卓越した教育研究活動を展開し国際的な拠点と

なる国立大学が，組織全体でこうした課題に取り組むことにより，国際的な研

究・人材育成及び知の協創拠点として，当該大学の研究力，人材育成力の強化

につながるとともに，我が国の成長とイノベーションの創出につながるもの

です。 

 以上のミッションを背負う大学については，「指定国立大学法人」として文

部科学大臣が指定をし，大学自らのイニシアティブの中で，高等教育全体とそ

の改革を牽引し，以下の役割を果たしていくことを期待します。 
 
２．指定に当たっての考え方 

指定に当たっては，優秀な人材を引きつけ，研究力の強化を図り，社会か

らの評価と支援を得るという好循環を実現する戦略性と実効性を持った取組

を提示でき，かつ自らが定める期間の中で，確実に実行しうる大学に限り指

定することとします。指定国立大学法人に申請する大学は，現在の人的・物

的リソースの分析と，今後想定される経済的・社会的環境の変化を踏まえ，

大学の将来構想とその構想を実現するための道筋及び必要な期間を明確化す

ることが求められます。また，指定された大学には，社会や経済の発展に与

えた影響と取組の具体的成果を積極的に発信し，国立大学改革の推進役とし
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ての役割を果たすことが期待されます。 

 

３．指定国立大学法人の指定に係る申請要件 

指定国立大学法人に申請する大学は，国内の競争環境の枠組みから出て，国

際的な競争環境の中で，世界の有力大学と伍していくことを求めることとし

ています。このため，「研究力」，「社会との連携」，「国際協働」の３つの領域

において，既に国内最高水準に位置していることを確認することとし，それぞ

れの領域において別紙に示す要件を満たしていることを申請の要件とします。

また，申請要件において確認した各大学の現状については審査においても活

用します。 

 

４．指定国立大学法人の構想における審査の対象となる観点 

（１）目標を設定する前提となる自己分析及び現状に対する自己評価 

  当該大学の強みや特色等をどのように把握し，何を伸長させようとし，何

を改善しようとしているのかが整理されているかを確認します。 
 
（２）目標設定 

海外大学における具体的な取組や，海外大学の研究分野別の状況などを踏

まえたベンチマークを活用し，目標を設定してください。この点を踏まえて，

以下を確認します。 

 

○ 分野融合や新たな学問分野の創出を含め，教育及び研究の卓越性に関し

て，「国際的な研究・人材育成拠点」となるための意欲的かつ戦略的な目

標が設定されているか。 
 
○ 世界及び我が国が抱える課題に対応するため，社会・経済に関する新た

なシステムの変革への貢献に関して，意欲的かつ戦略的な目標が設定され

ているか。 
 

（３）備えるべき要素 

以下の６点について，必要な取組や目標設定がなされているかを確認しま

す。 
 
○ 人材育成・獲得：優秀な教員や学生を獲得するために必要な取組及び目

標が設定されているか。優れた人材育成を行うために必要な取組及び目標

が設定されているか。その際，優秀な博士課程学生の獲得及び育成のため



3 
 

に，卓越した大学院を形成することを検討している場合には，その内容を

含むことも可能。 
 
○ 研究力強化：分野融合や新たな学問分野の創出を含めて研究力を強化

し，国内外からの求心力を高め，強力な拠点（ハブ）を形成するために必

要な取組及び目標が設定されているか。 
 
○ 国際協働：海外大学や海外機関等との連携により，自らの教育研究分野

の伸長や，海外への協力・貢献を行うために必要な取組及び目標が設定さ

れているか。 
 
○ 社会との連携：本格的な産学連携を含めて教育及び研究の成果を社会に

還元するために必要な取組及び目標が設定されているか。産学連携の取組

及び目標については，「産学官連携による共同研究強化のためのガイドラ

イン」の内容を踏まえたものになっているか。 
 
○ ガバナンスの強化：目標及び上記の取組を実行するための取組や，人材

育成を含めた組織体制の整備，経営上の工夫が設定されているか。 
 
○ 財務基盤の強化：目標及び上記の取組を実行するために必要な財源の特

定及び確保ができているか。 
 

（４）海外大学のベンチマーク 

上記の目標設定及び取組の設定に当たっては，当該大学が参考とすべき海

外大学の取組や特徴が特定され，その海外大学が掲げる目標や行っている取

組を踏まえたものになっているかを確認します。そのため，構想調書や工程

表において，備えるべき要素ごとに明確に記載してください。 
 

（５）現時点では認められていない規制緩和が行われた場合に追加的に行うこ

とが想定される取組 

  指定国立大学法人の構想を策定するに当たり，現時点では認められていな

い規制緩和が行われた場合，更に進めることが可能な取組が想定される場合

は，さらなる規制緩和の内容と想定される取組の内容を併せて提言してくだ

さい。 
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５．選定方法等 

（１）審査手順 

  指定国立大学法人を指定するための審査は，国立大学法人評価委員会に設

置する指定国立大学法人部会において行い，文部科学大臣は国立大学法人評

価委員会の意見を聴いて指定を行います。 

  審査は，提出された申請書類による「書面審査」，「ヒアリング審査」及び

「現地視察」により行います。 

  

（２）指定国立大学法人部会による意見等 

  指定に当たっては，ヒアリング審査の際に指定国立大学法人部会の委員と

の意見交換を行っていただく中で構想の改善のための意見をお伝えしたり，

指定する際の条件として構想の改善を求めたりする場合があることを申し添

えます。 

 
６．中期目標・中期計画の策定及び評価 

  ４．に掲げる目標，備えるべき要素については，今後策定する第４期中期目

標期間の中期目標及び中期計画に到達水準や到達すべき状態を盛り込むこと

とし，指定された指定国立大学法人は，これまでと同様，国立大学法人評価委

員会で行われてきた年度評価及び中期目標期間評価の対象となります。 

 
７．提出書類 

  本指定への申請は，文部科学省への申請書類を紙及び電子ファイル（PDF 以

外の形式）により提出することが必要です。詳細は以下のとおりです。 

（１）申請書類 

  申請に当たっては，指定国立大学法人制度の趣旨を十分に踏まえて，指定

国立大学法人構想調書を含む以下の申請書類を作成し，大学の設置者から文

部科学大臣宛てに公文書により申請してください。 

・構想調書：本体（Ａ４ 縦 １５枚以内 ワード） 

・構想調書：要約版（Ａ４ 縦 ４枚以内 ワード） 

・構想の概要（Ａ４ 横 １枚以内 パワーポイント） 

・工程表（Ａ４ 横 ４枚以内 パワーポイント） 

・ヒアリング用資料（パワーポイント） 

※使用言語：日本語と英語（英語の書類は上記の枚数制限はありません） 
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（２）提出期限・提出先 

  提出期限：令和２年１月３１日（英語の書類の提出期限は２月２８日） 

  ※ただし，ヒアリング用資料については，ヒアリングの日程と併せて後日

提出期限をお知らせします。 

   

提出先：文部科学省高等教育局国立大学法人支援課国立大学戦略室 

    kohyouka@mext.go.jp 

 
８．情報の公表について 

  法人名については，各法人からの申請の段階及び指定が行われた段階で公

表します。構想調書及び構想の概要等については，指定の公表と併せて文部

科学省公式ウェブサイトにおいて公表します。 

 
９．スケジュール 

令和元年１０月１６日  公募開始 

令和２年０１月３１日  各大学からの申請〆切 

平成２９年３月～   国立大学法人評価委員会指定国立大学法人部会 

における指定についての審査（４月以降にヒア

リング審査及び現地視察） 

 平成２９年夏頃   指定国立大学法人の指定 

 

１０．問い合わせ先 

 文部科学省高等教育局国立大学法人支援課 浅原，江戸，南，河野 

電話：０３－５２５３－４１１１（内３８０５） 



別紙 
申請要件 

 
下記の＜研究力＞，＜社会との連携＞，＜国際協働＞の３つの領域において，そ

れぞれの要件に合致した国立大学法人であること。 

 

＜研究力＞ 

 【１】【２】のいずれも満たすこと 

 

【１】科学研究費助成事業において，以下２つの要件に合致すること 
 
① 2013～2017 年度の科学研究費助成事業において，新規採択件数の累計が

国内１０位以内の分野※が２分野以上 

※ 情報学，環境学，複合領域，総合人文社会，人文学，社会科学，総合理工，数物系科学，

化学，工学，総合生物，生物学，農学，医歯薬学の 14 分野 
 

② 2018 年度の科学研究費助成事業において、新規採択件数が国内１０位以

内の大区分が２区分以上（ただし，財務分析上の分類Ｃ，Ｅ，Ｆグループに

ついては，１区分以上） 

出典 文部科学省 HP「平成 29 年度科学研究費助成事業の配分について」及び「平成 30 年度

科学研究費助成事業の配分について」より 

 

 【２】本務教員一人当たりのトップ 10％論文数（2014 年～2018 年）が，以下の

いずれかの要件に合致すること 
 
① エルゼビア社（Scopus）のデータにおいて，国内１０位以内 

（参考値 ０．７０本以上） 
 
② クラリベイト・アナリティクス社（Web of Science）のデータにおいて，

国内１０位以内（参考値 ０．６３本以上） 

出典 SciVal® database, Elsevier B.V., http://www.scival.com 

     Clarivate Analytics, InCites Benchmarking より集計 

   本務教員数：（独）大学改革支援・学位授与機構 HP「大学基本情報（平成 26～30 年度）」

より 

 

＜社会との連携＞ 

 【１】～【４】のいずれかを満たすこと 

 

【１】経常収益に対する受託・共同研究収益の割合の 2014～2018 年度の平均値

が国内１０位以内（参考値 １１．１４％以上），又は附属病院収益を除い

た経常収益に対する受託・共同研究収益の割合の 2014～2018 年度の平均値

が国内１０位以内（参考値 １２．６１％以上） 

出典 経常収益，病院収益，受託・共同研究収益：各国立大学法人の財務諸表（平成 26～30

年度）より 
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【２】経常収益に対する寄附金収益の割合の 2014～2018 年度の平均値が国内 

１０位以内（参考値 ２．６４％以上），又は附属病院収益を除いた経常収

益に対する寄附金収益の割合の2014～2018年度の平均値が国内１０位以内

（参考値 ４．９３％以上） 

出典  経常収益，病院収益，寄附金収益：各国立大学法人の財務諸表（平成 26～30 年度）よ

り 

 

【３】経常収益に対する特許権実施等収入の割合の 2013～2017 年度の平均値が

国内１０位以内（参考値 ０．０７７％以上），又は附属病院収益を除いた

経常収益に対する特許権実施等収入の割合の 2013～2017 年度の平均値が国

内１０位以内（参考値 ０．０９９％以上） 

出典  経常収益，病院収益：各国立大学法人の財務諸表（平成 25～29 年度）より 

特許権実施等収入：文部科学省 HP「大学等における産学連携等実施状況について（平

成 25～29 年度）」より 

 

【４】本務教員一人当たりの大学発ベンチャー設立数の 2013～2017 年度の平均

値が国内１０位以内（参考値 ０．００２１３以上） 

出典  本務教員数：（独）大学改革支援・学位授与機構 HP「大学基本情報（平成 25～29 年度）」

より 

大学発ベンチャー設立数：文部科学省「大学等における産学連携等実施状況につい    

て（平成 25～29 年度）」より 

 

 ＜国際協働＞ 

 【１】～【４】のいずれかを満たすこと 

 

【１】本務教員一人当たりの国際共著論文数の 2014～2018 年の平均値が以下 

のいずれかの要件に合致すること。 
 
① エルゼビア社（Scopus）のデータにおいて，国内１０位以内 

（参考値 ２．３７本以上） 
 
② クラリベイト・アナリティクス社（Web of Science）のデータにおいて，

国内１０位以内（参考値 ２．２９本以上） 

出典 SciVal® database, Elsevier B.V., http://www.scival.com  

     Clarivate Analytics, InCites Benchmarking より集計 

   本務教員数：（独）大学改革支援・学位授与機構 HP「大学基本情報（平成 26～30 年度）」

より 

 

【２】2014～2018 年の本務教員数における外国人教員数の割合の平均値が国内

１０位以内（参考値 ６．３１％以上） 

出典 本務教員数，外国人教員数：（独）大学改革支援・学位授与機構 HP「大学基本情報（平

成 26～30 年度）」より 

  



別紙 
【３】2013～2017 年の学部における全学生に占める留学生及び日本人派遣学生

の割合の平均値が国内１０位以内（参考値 ８．６５％以上） 

出典 学部における学生数：（独）大学改革支援・学位授与機構 HP「大学基本情報（平成 25

～29 年度）」より 

留学生数及び日本人派遣学生数：（独）日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調

査（平成 25～29 年度）」及び「協定等に基づく日本人学生留学状況調査（平成 25～

29 年度）」より 

 

【４】2013～2017 年の大学院における全学生に占める留学生及び日本人派遣学

生の割合の平均値が国内１０位以内（参考値 ２８．５０％以上） 

出典 大学院における学生数：（独）大学改革支援・学位授与機構 HP「大学基本情報（平成

25～29 年度）」より 

留学生数及び日本人派遣学生数：（独）日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調

査（平成 25～29 年度）」及び「協定等に基づく日本人学生留学状況調査（平成 25～

29 年度）」より 

 

※なお，以上のデータは文部科学省が把握している最新のデータに基づくものであ

るが，このデータでは参考値を超えない大学において，大学が保有する最新デー

タに基づくと，参考値に相当するものがある場合は，１１月末までに御連絡いた

だきたい。そのデータをもって指定国立大学法人部会に諮り，申請可能と認めら

れた場合は，当該大学の申請を可能とする。 


